
第1段階 820 300 1,744

第2段階 820 600 2,044

第3段階➀ 1,310 1,000 2,934

第3段階② 1,310 1,300 3,234

第4段階 2,006 1,445 4,075

第1段階 820 300 1,888

第2段階 820 600 2,188

第3段階➀ 1,310 1,000 3,078

第3段階② 1,310 1,300 3,378

第4段階 2,006 1,445 4,219

第1段階 820 300 1,964

第2段階 820 600 2,264

第3段階➀ 1,310 1,000 3,154

第3段階② 1,310 1,300 3,454

第4段階 2,006 1,445 4,295

第1段階 820 300 2,041

第2段階 820 600 2,341

第3段階➀ 1,310 1,000 3,231

第3段階② 1,310 1,300 3,531

第4段階 2,006 1,445 4,372

第1段階 820 300 2,127

第2段階 820 600 2,427

第3段階➀ 1,310 1,000 3,317

第3段階② 1,310 1,300 3,617

第4段階 2,006 1,445 4,458

第1段階 820 300 2,208

第2段階 820 600 2,508

第3段階➀ 1,310 1,000 3,398

第3段階② 1,310 1,300 3,698

第4段階 2,006 1,445 4,539

第1段階 820 300 2,286

第2段階 820 600 2,586

第3段階➀ 1,310 1,000 3,476

第3段階② 1,310 1,300 3,776

第4段階 2,006 1,445 4,617

食事代（1食あたり）

朝食　365円　/昼食　610円　/夕食　470円

※介護保険負担割合2割、3割の場合、食費、滞在費以外の介護費と各加算が2倍、3倍の計算となります。
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都南あけぼの荘短期入所生活介護　料金表
ユニット型個室 （1日当たり）
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R6年６月～

滞在費 食費 負担金合計
基本
介護費

負担段階
夜勤職員
配置加算
Ⅱ

サービス提
供体制強化
加算Ⅱ

介護職員
等処遇改
善加算
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18



【加算について】

介護職員の賃金改善等を実施しているものとして都道府県に届け出た指定短期入所生活介護事業者が、

利用者に対し、短期入所生活介護を行った場合には、負担金合計の1000分の１４０に相当する額が

④サービス提供体制強化加算Ⅱ

介護職員の総数のうち、介護福祉士が６０％以上であること。

加算されます。

➀送迎加算

自宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合に、片道につき184円が加算されます。

②夜勤職員配置加算Ⅱ

安心、安全な環境確保のため夜間に必要な人員より多く配置した場合に算定されます。

③介護職員等処遇改善加算


